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第５章 道路排水設備 

第１節 一般事項 

１．適用範囲（標準） 

〔解 説〕 

１．道路排水設備を設置する必要のある箇所は、次のとおりとする。 

(1) 地下横断施設（アンダーパス） 

(2) 地下道 

(3) その他、強制排水を必要とする箇所 

２．水中ポンプ以外のポンプ設備については、「揚排水ポンプ設備技術基準（案）」を

参照する。なお、第４節 参考資料 400mm，500mm の水中ポンプ設備については、

同解説より引用した。 

３．関連諸法規等は以下のとおりである。 

示方書等の名称 

示方書・指針等 発刊年月 発刊者 

道路構造令 平成 23 年 12 月 国土交通省 

労働安全衛生規則 平成 24 年 1 月 厚生労働省 

日本工業規格（JIS） 加除式 （社）日本工業規格 

電気規格調査会標準規格（JEC） 加除式 （社）電気学会 

日本電機工業会標準規格（JEM） 加除式 （社）日本電気工業界 

電気設備に関する技術基準を 

定める省令 
平成 23 年 3 月 経済産業省 

内線規定 平成 17 年 9 月 日本電気協会 

日本水道協会規格（JWWA） 加除式 （JWWA） 

鋼構造設計基準 平成 17 年 9 月 日本建築学会 

揚排水ポンプ設備技術基準（案） 平成 13 年 2 月 国土交通省 

揚排水ポンプ設備設計指針（案） 平成 13 年 2 月 国土交通省 

道路管理施設等設計指針（案） 平成 15 年 7 月 国土交通省 

道路管理施設等設計要領（案） 平成 15 年 7 月 国土交通省 

道路機械設備 遠隔操作監視技術

マニュアル（案） 
平成 15 年 6 月 日本建設機械化協会 

揚排水ポンプ設備技術基準（案）

同解説 
平成 13 年 2 月 河川ポンプ施設技術協会 

揚排水ポンプ設備設計指針（案）

同解説 
平成 13 年 2 月 河川ポンプ施設技術協会 

道路土工 排水工指針 昭和 62 年 6 月 日本道路協会 

公害防止に関する法律及び条例    ―  

その他、関係法令及び規則等    ―  

この設計便覧は、近畿地方整備局において施工する道路管理施設としての道路排水設

備のうち、ポンプ口径 500 ㎜以下の水中ポンプについて適用する。 
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第２節 計  画

１．計画、設計（標準） 

１．計画及び設計にあたっては、下記の事項を考慮し、各段階を進めていくものとする。 

１－１ 機能・信頼性 

 １）雨水及び湧水等を遅滞なく確実に排水し、道路の冠水を守ること。 

 ２）信頼性の高いシステム構築を図るよう予備機や自家発電設備等を考慮すること。 

 ３）排水ポンプやポンプ槽の選定は排水システムの検討をすること。 

１－２ 景観設計 

 地域特性を調査・検討し、景観に十分配慮した設計を行っていくものとする。 

１－３ コスト・メンテナンス性 

 １）新技術などの導入を検討し、総合的なコスト縮減を考慮する。 

 ２）各機器の設計においては、それぞれのライフサイクルを考慮すること。 

 ３）メンテナンス性の向上・維持管理費の縮減を考慮すること。 
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１－４ 計画フロー 

〔解 説〕 

計画・手順は概ね次のようなフローになる。 

＊排水システムの検討は、次ページに別フローで示す。 

計画に当たっては、関連施設を含めた総合的な検討を行うものとする。

（基本設計） （詳細設計）

全体配置図、系統図、配置配線図、箱抜、穴あけ図

形式、台数、口径、Ｈ～Ｑ特性、主要
諸元、寸法、質量等の詳細検討

NO

基本設計スタート

道路の基本設計、構造の決定

概略設備規模を決定

用地交渉、買収の検討

基本設計完了

基本条件、与条件の確定

排水量の決定

主ポンプ設備設計

ポンプ設備詳細設計終了

詳細設計スタート

土木詳細設計スタート

建築詳細設計スタート

ポンプ設備詳細設計スタート

＊排水システムの検討

全揚程の設定（損失水頭計算)

適 切 か
(最高実揚程で運転可能か径確実揚程で吐出

し量はＯＫか中小降雨時の対応チェック「間欠運転等」）

除塵､クレーン､その他設備条件

ポンプ槽有効面積、深さ、幅、長さ、沈砂槽ポンプ槽寸法決定

適 切 か ( 起動・遠隔 運転性能チェック、バックアップ )

ポンプ槽寸法決定 運転操作方式

始動条件、インターロック条件

負荷容量の算定及び単線結線図の作成

電源設備機器構成の算定及び外形図の作成

遠方監視設備機器構成の算定及び外形図の作成

排水設備付属施設の検討

配管、配線設計

発入、据付計画

適 切 か (全体バランス、土木、建築との整合性チェック)

全体配置、配列、系統図作成

土木建築、変電実施計画へフィードバック

主ポンプ、機器の仕様 ポンプ、配管、計器、その他、操作制御、弁類

使用機器、機械リスト作成 機器、機材の材質、数量表

NO

NO
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〔解 説〕 

道路排水設備のポンプ選定にあたっては、下表を参考とする。 

注 1)地下横断歩道設備、貯留池排水設備においても、ゴミ・土砂等の流入を考慮す

る必要がある場合は、コラム式スクリュー形を採用する。 

注 2)コラム式スクリュー形とは、｢コンパクト型無閉塞 道路排水システム｣の排水

システムを指す。 

〇コンパクト型無閉塞 道路排水システムは、下記の設備を有するシステムと

する。 

・側面流入口 

・ポンプ無閉塞羽根車（最小固形物通過径 100mm 以上） 

・コラム式水中ポンプ 

・インバータ起動装置 

・インバート底盤構造 

 〇コンパクト型無閉塞 道路排水システムの導入目的は下記の４点である。 

１．ゴミ通過性の向上 

２．排水能力の向上（主に更新工事を対象とする） 

３．設置スペースの縮小（主に新設工事を対象とする） 

４．維持管理の省力化 

〇従来型道路排水システムとコンパクト型無閉塞道路排水システムの概略図を

下図に示す。 

道路排水設備排水システム選定表 

対 象 設 備 アンダーパス排水設備 
地下横断歩道排水設備 

貯留池排水設備 

設置形式：着脱式 

羽根車形式：ボルテックス 

設置形式：着脱式 

羽根車形式：ﾎﾞﾙﾃｯｸｽ 

設置形式：着脱式 

羽根車形式：ﾉﾝｸﾛｯｸﾞ 

   0.6m3/min 

（φ100 以下）

    2.0m3/min 

（φ200 以上） 設置形式：コラム式 

羽根車形式：ｽｸﾘｭｰ形 

設置形式：着脱式 

羽根車形式：ﾉﾝｸﾛｯｸ 

排水システムの選定に当たっては、ごみの閉塞性の面から、ポンプ設備、配管設

備、流入路、排水路等の一貫した検討を行うものとする。 
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２．排水量の決定（標準） 

〔解 説〕 

１．雨水流出量の算定は、「設計便覧（案）第３編道路編」第４章排水による。 

２．浸透水量は、地下横断施設の掘削時に湧水の量を測定して決めるが、測定不能の 

場合は、「道路管理施設等設計要領（案）」P.100 による。 

第３節 設  計 

１．ポ ン プ（標準） 

１－１ ポンプ形式 

〔解 説〕 

１．ポンプの口径、、外形寸法、吐出量等は、後掲の水中ポンプ設備一覧表以下の資料

による。 

２．従来型道路排水システムの設置形式は、着脱式を標準とする。 

３．コンパクト型無閉塞道路排水システムの設置形式は、コラム式を標準とする。 

１－２ ポンプ台数 

〔解 説〕 

１．ポンプの設置台数は、予備機を含め、２台以上設置する。 

２．ポンプの設置台数は、計画雨水量の時間的変動とポンプの性能、運転頻度、運転時

間等により定め、できるだけ同一容量、同一性能のポンプで、台数を少なくする。 

しかし、流入量の変動により、分割台数を増やすか、または容量の異なる大小ポン

プの運転組合せにより、経済的な運転効率を高める検討を行う。 

３．施設の重要性を考え、安全率を高めるために、計画流入量に対して分割台数を決定

し、そのほかに同一容量の予備ポンプ１台を設けることを標準とする。 

１－３ ポンプ口径 

〔解 説〕 

１．ポンプ口径は、次の式により求める。 

Ｄ＝146           

 ここに、Ｄ：ポンプ吐出口径（㎜） 

          Ｑ：ポンプ吐出量（ｍ
3
/min） 

          Ｖ：吐出口の流速（ｍ/sec） 

２．流速は、一般的には、1.5～3.0ｍ/sec を標準とする。 

３．ポンプ口径は、標準的なポンプ口径のなかから採用する。 

４．表５－３－１(a)に、標準的なポンプ口径と吐出量の関係を示す。 

Ｑ

Ｖ

排水総量は、雨などによる降水量及び地下水などによる浸透水量と、流入形態を考

慮して決定するものとする。 

排水ポンプの形式は、水中ポンプを標準とする。

排水ポンプは、複数台設置とし、内予備機１台を置くことを原則とする。

ポンプ口径は、吐出量と管内流速を考慮して求める。
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表５－３－１(a) 水中ポンプの吐出量範囲 

口 径 
最小吐出し量

（m3/min） 

最大吐出し量

（m3/min） 

最小流速 

（m/sec） 

最大流速  

（m/sec） 

 40 0.110 0.220 1.46 2.92 

 50 0.180 0.360 1.53 3.06 

 65 0.280 0.560 1.41 2.81 

 80 0.450 0.900 1.49 2.99 

100 0.710 1.400 1.51 2.97 

150 1.800 3.550 1.70 3.35 

200 2.000 5.000 1.06 2.65 

250 4.000 8.500 1.36 2.89 

300 4.800 12.000 1.13 2.83 

350 8.000 17.500 1.39 3.03 

400 12.000 22.800 1.59 3.03 

500 22.800 36.000 1.94 3.06 

出展資料 

口径：40～150･･････････JIS B 8325 

口径：200,250,350･･････設計便覧 

口径：300～500･････････揚排水ポンプ設備設計指針（案）同解説 

５．表５－３－１(a)は、概略数値を示すもので基本設計時のポンプ口径仮決定等に使

用するものとする。 

実施設計に当たっては、ポンプ揚程を考慮してポンプ口径の再検討を行う。 

１－４ ポンプ揚程 

〔解 説〕 

１．全揚程は、次の式により求める。 

Ｈ＝Ｈa＋Ｈ

 ここに、Ｈ ：全揚程（ｍ） 

     Ｈa ：実揚程（ｍ） 

     Ｈ ：全損失水頭（ｍ） 

       （管路、弁、放流などにおける諸損失水頭） 

図５－３－１(a) ポンプの全揚程 

２．全損失水頭の計算は、「道路管理施設等設計要領（案）」P.58～P.61 による。 

ポンプの全揚程は、実揚程に損失水頭を加えて決定する。
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１－５ ポンプ動力 

〔解 説〕 

１．ポンプ軸動力は、次式により求める。 

Ｐ＝ 

 ここに、Ｐ ：ポンプ軸動力（KW） 

     ρ ：水の単位体積当り質量（㎏/ｍ
3
）＝１000（㎏/ｍ3） 

     Ｑ ：吐出量（ｍ
3
/min) 

     Ｈ ：全揚程（ｍ） 

     ηp ：ポンプ効率 

２．（参 考）ポンプ効率ηp の値は、ポンプの種類、形式、大きさなどによって異な

る。 

(1) 図５－３－１(b)に、汚水用水中ポンプの吐出量に対するポンプ効率を示す。 

ここで、Ａ効率はポンプの最高効率を、Ｂ効率は規定吐出量におけるポンプ効率

を示すが、ポンプ軸動力の算出には、一般的にはＡ効率を用いる。 

図５－３－１(b) 汚水ポンプ効率線図 

(2) コラム式ｽｸﾘｭｰ形ポンプ効率は下表による。 

  口 径（mm） 200 250 300 350 400 500 

   効 率（%） 58 59 60 62 63 66 

0.163×ρ・Ｑ・Ｈ

1000×ηｐ 

（
％
）

ポンプの軸動力は、吐出量、全揚程、ポンプ効率により求められ電動機出力はこれ

に余裕率を考慮して求める。 
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３．電動機所要動力は、次式により求められる。 

Ｐn ＝Ｐ（１＋α） 

 ここに、Ｐn ：電動機容量（KW） 

     Ｐ  ：ポンプ軸動力（KW） 

     α  ：余裕係数 

        電動機   1.5KWまで    0.3 

             1.5～ 5.0KW  0.2 

             5.0～10.0KW  0.15 

             10.0KW以上   0.1 

４．電動機所要動力を決定する場合、上記の式で算出した値と後掲の水中ポンプ性能表

から選定したモータ出力を比較し小さいほうを用いる。 

 （小口径ポンプにおいて、上記の式では過大になることがある。） 

２．沈 砂 池（標準） 

２－１ 沈 砂 池 

〔解 説〕 

１．沈砂池は排水路などへの土砂の堆積を防止するとともに、ポンプの摩耗や運転障害

の軽減を図るために設けるものである。 

２．沈砂池の流速は、0.5ｍ/sec 以下とする。 

 流速を必要以上にゆるやかにすると、細かい有機物まで沈澱し、また、流速が大で

底部流速が洗掘流速を超えるときは、いったん沈澱した砂粒子を再び浮揚することと

なる。 

 土砂類をそのまま保有して流下していく限界流速は、表５－３－２(a)のとおりで

ある。 

（資料） 表５－３－２(a) 土砂類を流下して行く限界流速 

比 重 平均流速（ｍ/sec） 比 重 平均流速（ｍ/sec） 

1.26 0.38 ～ 0.45 2.12 0.60 ～0.68 

1.33 0.45 ～ 0.52 2.18 0.68 ～0.75 

2.00 0.52 ～ 0.60 2.66 0.75 ～0.82 

                 （｢下水道施設設計指針と解説｣より） 

３．沈砂発生量は、流入雨水の状況で異なり都度算定する。 

２－２ 除砂設備 

〔解 説〕 

１．除砂設備としては、次のものがある。 

(1) サンドポンプ設備 

(2) 手動式かき上げ設備 

(3) その他、清掃車などによる除砂 

ポンプ槽への土砂などの流入を防ぐために、沈砂池を設けることを標準とする。 

ただし、コンパクト型無閉塞道路排水システムを採用の場合は、その限りではない。

沈砂池内には、設備の規模に応じて、流入土砂などを除去するための除砂設備を設

けることがある。 
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２．サンドポンプ設備を沈砂池内に設置して除砂する場合、サンドポンプの稼働時間は、

排水ポンプ停止後の一定時間とするが、沈砂量が多いところでは排水ポンプ運転中も

除砂するほうが望ましい。 

３．ポンプ槽（標準） 

３－１ ポンプ槽 

〔解 説〕 

１．ポンプ槽とその流入口は、構造、形状、大きさおよびそれぞれの関係位置が適当で

ないとポンプ槽内で水流の乱れが生じて空気を吸込み、ポンプ運転状態が不安定とな

る。この状態で運転を継続すると揚水不能となることがある。 

一方、ポンプ槽容量が十分でない場合、吸水位の変動が激しくポンプの始動停止の

頻度が高くなり、雨天時にポンプの運転操作が困難になり、また、機器の損耗を早め

るなどポンプの運転、保守上好ましくない。 

このため、ポンプ槽の計画にあたっては、形状、ポンプ槽容量、ポンプの容量、台

数、配置などを十分に考慮する必要がある。 

２．コンパクト型無閉塞道路排水システムを採用する場合には、ポンプ槽底部はイン

バート構造とし、流入した砂がポンプ排水と同時に排出できるようにする。 

３－２ ポンプ槽の形状 

 ポンプ槽の形状は、つぎの事項を十分検討の上決定する。 

(1) 流速の急激な変化が起こるような水路断面積の変化をさける。 

(2) 流れ方向を急に変えるような形状をさける。 

(3) 各ポンプ間には相互の渦が干渉しないように適当な阻流板、整流壁などを設けるこ

とがある。  

３－３ ポンプ槽の配置 

 ポンプの設置間隔は、吸込部分の水理条件により決定すべきであり、通常はポンプの

間隔およびポンプ槽壁面との間隔は、ポンプの吸込口径を基準として定められている。

しかし水中ポンプでは形式によりポンプ口径、吸込口、ポンプ外装径に大きな差がある

ため、それぞれの寸法について検討する必要がある。 

 小規模設備では、水中ポンプの配置寸法のほかに維持管理等で作業ができるスペース

を考慮する。 

(1) ポンプ槽と吸込口の配置の例（参考） 

図５－３－３(a) ポンプ槽と吸込口の配置の例 

ポンプ槽は、水流の乱れが起きないような形状とし、流入口の位置、ポンプ容量、

ポンプ配置などを考慮して決定する。 
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(2) うず巻水中ポンプの場合 

 水中ポンプの配置寸法の最小値は、下記を標準とする。 

ｄ1 ＝ポンプとポンプ槽の間隔 

ｄ2 ＝ポンプとポンプの間隔 

ｄ3 ＝配管とポンプ槽壁の間隔 

Ｊ ＝ ポンプ引上げ穴長さ 

  図５－３－３(b) 水中ポンプ配置図 

表５－３－３(a) 水中ポンプ配置寸法表 

ポンプ口径（㎜） ｄ１ （㎜） ｄ２ （㎜） ｄ３ （㎜） Ｊ（㎜） 備  考 

 40   400   400  50   550  

 50   400   400  50   550  

 65   400   400  50   550  

 80   600   600  80   700  

  600   600  80   700 7.5kw以下 
100 

  700   700  80   800 11kw以上 

150   850   850 100 1,200  

200   900   900 100 1,200  

250 1,000 1,000 100 1,400  

300 1,200 1,200 100 1,400  

400 1,400 1,400 100 1,700  

500 1,700 1,700 100 2,000  
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（3）コラム式スクリュー形ポンプの場合 

   ① コラム式スクリュー形ポンプの主要寸法（参考）

本図は水理上の最小

寸法を示すものであり、

設計にあたってはメ

ンテナンススペース

を考慮して平面配置

を決定するものとす

る。 

  ② ポンプ槽底部のインバート構造（参考） 

  ポンプ槽の底部に設けるインバート構造は下図の通りとする。 

30°

30°

30°

２Ｄ
流れ方向

ポンプ中心

Ｄ：ポンプ口径

口径Ｄ 200 250 300 350 400 500 

Ｅ 600 700 800 900 1000 1200 

Ｆ 400 500 600 700 800 1000 

Ｇ 300 375 450 525 600 750 

Ｈ 200 250 300 350 400 500 

Ｉ 600 700 800 900 1000 1200 

Ｊ 500 550 600 650 700 800 

Ｚ 300 350 400 450 500 600 

Ｌmin 1500 1500 1600 1700 1800 2000 

Ｍmin 1600 1650 1650 1700 1700 1750 

底面はポンプ位置直下の直径２Ｄの範囲は平坦 

とし、その周辺は 30°の上り勾配をつける。 

最小 1900

2D 以上

4D 以上

4D 以上

4D 以上

2D 以上

平　面

H 
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３－４ ポンプ槽容量－最低連続運転時間 

〔解 説〕 

１．最低連続運転時間に対する有効容量 

ポンプ槽の有効容量 

  Ｖa ＝Ａ1 ・ｈ（ｍ
3
） 

   Ｖa ：ポンプ槽の有効容量    （ｍ
3
） 

   Ａ1  ：ポンプ槽の有効断面積  （㎡） 

   ｈ  ：制御幅         （ｍ） 

   Ｑ1  ：ポンプ槽への流入量      （ｍ
3
/min） 

   Ｑ ：ポンプの吐出量         （ｍ
3
/min） 

   Ｑ1 ／Ｑ＝β：流入、流出の比 

とすると、ポンプの運転時間、休止時間はつぎの関係で求められる。 

 運転時間（Ｔ1) 

Ｔ１ ＝    ＝   ×      （min) 

 休止時間（Ｔ2) 

Ｔ２ ＝   ＝    （min) 

 したがって、ポンプの運転周期（ポンプが始動停止後に、つぎの始動に入るま

での時間間隔）Ｔは、つぎの式で求められる。 

Ｔ＝Ｔ１ ＋Ｔ２ ＝       ＋   （min) 

 Ｔが最小となるβを求めると、β＝1/2(Ｑ＝ 0.5Ｑ1)となる。 

 したがって、流入量が吐出量の半分のときポンプの運転周期が最短となり、始

動・停止の頻度が最も高くなる。 

 この場合でもポンプが支障なく運転できるようなＴ（Ｔmin)を与え､ポンプ槽

の最小有効容量Ｖmin を求めると、 

Ｖmin ＝      （ｍ
3
) 

 となり、ポンプ槽の有効容量はＶmin 以上になるように計画する必要がある。 

 この場合、ポンプの運転・停止の時間は共に同一となる。 

Ｔ１ ＝Ｔ２ ＝    ＝           

 ここで、Ｔ：運転周期は、ポンプ形式、ポンプ口径などによっても異なるが、

標準としてＴ＝10 分とする。なお、現地の状況でポンプ槽が大きくできない場合

でも最短時間はＴ＝５分とする。 

Ｑ×Ｔmin 

４ 

Ｖa 

Ｑ－Ｑ

Ｖa

Ｑ 

１ 

１－β 

Ｖa

Ｑ1

Ｖa 

β・Ｑ

Ｖa

Ｑ 

１ 

１－β

１

β

Ｔmin

２ 

２×Ｖmin 

Ｑ 

ポンプ槽の有効容量は、計画排水量、ポンプ容量、台数、沈砂池との関係位置と 

経済性などを考慮して定める。 
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２．ポンプ槽余裕高さは、次の式を標準とする。 

 0.2≦ｈ1≧0.1ｈ2 

ここに、ｈ ：ポンプ槽深さ     （ｍ） 

    ｈ1 ：余裕高さ       （ｍ） 

    ｈ2 ：ポンプ運転開始水位  （ｍ） 

図５－３－３(c) ポンプ槽余裕高さ 

 ポンプ運転停止水位はポンプ側の条件により定める。 

水中ポンプの場合、モータ冷却の関係でＷ.Ｌ.は水中モータ天端以上必要とな

る。 

ここでの運転停止水位は、この連続して可能な連続運転可能最低水位（Ｗ.Ｌ.）

を指す。また、これ以上水位が低下すると空気を吸込み運転不可能な運転可能

最低水位（Ｌ.Ｗ.Ｌ.）がある。 

ポンプ槽・土木構造の深さを決める目安値を下表に示す。 

３．コンパクト型無閉塞 道路排水システムの場合 

コンパクト型無閉塞道路排水システムにおいては、ポンプの始動電流をインバー

タ制御することにより、モータの加熱を抑え、その始動頻度に制約が生じないよう

にできるため、ポンプ槽内の容量及び水位は、下図のように決定する。 

・ポンプの始動時間は最長 10 秒とする。 

・ＨＨＷＬは流入管底より下方とする。 

・ ＬＷＬとＬＬＷＬの差を 200mm とする。 

ＨＨＷＬ 

ＨＷＬ

ＬＷＬ

ＬＬＷＬ

予備機始動時間 
相当容量 Ｖ３

始動時間相当容量 Ｖ１

停止時間相当容量 Ｖ２

200mm  

流入管 

ポンプ (常用１台／予備１台のとき) 

Ｈ２ＷＬ 

Ｈ１ＷＬ 

ＬＷＬ 

ＬＬＷＬ 

予備機始動時間相当容量

停止時間相当容量  Ｖ２

流入管 

ＨＨＷＬ 

後発機始動時間相当容量 Ｖ１－２

先発機始動時間相当容量 Ｖ１－１

200mm 

ポンプ (常用２台／予備１台のとき) 

▽ 運 転 開 始 水

▽ 運 転 停 止 水

▽運転可能最低水位 

Ｖ１＝有効貯水槽

Ｈ 
Ｉ 

ｈ２

ｈ１

ｈ 

Ｌ.Ｗ.Ｌ.

Ｗ.Ｌ.

連続運転可能最低水位(W.L.)及び運転可能最低水位(L.W.L.)の目安値 

口 径 40 50 65 80 100 150 200 250 

Ｉ寸法 300 370 560 690 720 1000 1000 1200 

Ｈ寸法 140 170 250 310 350 460 600 650 
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３－５ コンパクト型無閉塞 道路排水システム採用時のポンプ槽検討例 

コンパクト型無閉塞道路排水システム採用時のポンプ槽検討例 

「常用１台／予備１台の場合」 

1. 水設備基本事項 

必要排水量を 10m3/min と仮定する。 

ポンプ台数は常用１台、予備１台の計台とする。 

ポンプ吐出量 Ｑｐ＝10 m3/min／１台＝10 m3/min 

２．ポンプ槽容量 

（1）検討基本条件 

１）最大雨水流入時においてもポンプ１台の単独運転とし、必ず１

台のポンプが予備機となる。 

２）２台のポンプは自動交互運転とし、トリップしたポンプは自動

停止させ、もう一方のポンプに飛び起こし運転させる。 

３）ポンプ吐出量は、実揚程が変化しても一定として計算し、集水

ピットへの流入量も一定とする。 

（2）始動時間相当容量 Ｖ1

コラム式水中ポンプはインバータによるソフトスタートを行う

ため、起動水位を探知してから定格排水量の運転に入るまでに最長

10 秒を要する。ゆえに、正常にポンプが起動を開始した後も、一時

的に水位が上昇するため、異常高位水と起動水位の間に始動時間相

当容量Ｖ1 を確保する必要がある。 

Ｖ1＝Ｑ・Ｔ1／60 

 ここで、 

Ｖ1 ： 始動時間相当容量（ｍ3） 

Ｑ ： 最大流入量（＝ポンプ吐出量）（ｍ3/min） 

Ｔ1  ： 始動時間（秒） インバータ始動の場合 最長 

10 秒とする。 

Ｖ1＝10×10／60＝ 1.67ｍ3 

（3）停止時間相当容量 Ｖ2 

起動時と同様、停止時にも最長 10 秒を要する。停止動作中に起

動水位を探知する事がないように、停止時間相当容量Ｖ3 を確保す

る必要がある。 

Ｖ2＝Ｑ・Ｔ2／60 

ここで、 

Ｖ2 ： 停止時間相当容量（ｍ3） 

Ｑ ： 最大流入量（＝ポンプ吐出量）（ｍ3/min） 

Ｔ2  ： 停止時間（秒） インバータによる場合 最長 

10 秒とする。 

Ｖ2＝10×10／60＝ 1.67ｍ3 
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（4）予備機始動時間相当容量 Ｖ3 

先発機に何らかの異常があり、異常高水位警報水位に達した場合、

運転機の切り替えを行う。この場合においても、予備機が定格排水

運転に入るまでに約 10 秒を要するため、予備機始動時間相当容量

Ｖ3 を設けるものとする。 

Ｖ3＝Ｑ・Ｔ1／60  

ここで、 

Ｖ3 ： 予備機始動時間相当容量（ｍ3） 

Ｑ ： 最大流入量（＝ポンプ吐出量）（ｍ3/min） 

Ｔ3  ： 始動時間（秒） インバータによる場合  

最長 10 秒とする。 

Ｖ3＝10×10／60＝ 1.67ｍ3 

３．ポンプ廻り主要寸法 

ポンプ吐出量Ｑp＝10ｍ3/min より、ポンプ口径は 300mm とする。コラム

ポンプ廻りの主要寸法は「コラム式スクリュー形ポンプの主要寸法」図を

参考として決定し、本検討例における水槽の最小平面寸法は、ポンプ間の

メンテナンススペース 600mm を確保して下図とする。 

４．水位の決定 

（1）始動時間相当水深 ｈ1

ｈ1＝Ｖ1／Ａ 

ここで、 

ｈ1 ： 始動時間相当水深（ｍ） 

ｖ1 ： 始動時間相当容量（ｍ3） 

Ａ ： 水槽断面積 

ｈ1＝1.67÷（3.4×2.65）＝0.185 

水位計の探知誤差を考慮して、 

ｈ1＝200mm とする。 

（2）指定時間相当水深 ｈ2

ｈ2＝Ｖ2／Ａ 

ｈ2＝1.67÷（3.4×2.65）＝0.185 → ｈ2＝200mm とする。 

（3）予備機始動時間相当水深 ｈ3

ｈ3＝Ｖ3／Ａ 

ｈ3＝1.67÷（3.4×2.65）＝0.185 → ｈ3＝200mm とする。 
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（4）ポンプ槽内水位 

５．ポンプ井標準寸法（参考）

「常用１台／予備１台の場合」 

「常用２台／予備１台の場合」 
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４．配管設備（標準） 

４－１ 配  管 

〔解 説〕 

１．吐出管は、空気溜りなどによるサージングを生じるものであってはならない。 

２．吐出配管は、管内水の重量と水流の反動力を十分に支持できるように設置しなけれ

ばならない。 

３．管厚は、土被り厚さ、トラックの交通荷重、内水圧などを検討して安全性を確認す

る必要がある。 

４－２ 配管材料及び継手 

〔解 説〕 

１．吐出管は、一旦埋設されると取替が非常に困難になるため、耐食性を考慮し、さら

に、不等沈下や振動などの外力を考慮して、球状黒鉛鋳鉄管（一般にダクタイル鋳鉄異形管〔Ｊ

ＩＳＧ5527 フランジ形〕）を使用する。 

２．鋼管を使用する場合は、鋼製溶接式フランジ〔ＪＩＳＢ2210〕付きの水道用亜鉛メ

ッキ鋼管〔ＪＩＳＧ3442〕とし、フランジにも溶融亜鉛メッキを施すものとする。 

なお、設置環境が湿度が高く、常時結露を生じる箇所では配管用ステンレス鋼管〔Ｊ

ＩＳＧ3459〕の採用を考慮する。 

小径管の継手では、ねじ込式継手の採用を考慮する。 

   ３．可撓伸縮継手は、温度変化、地震振動、不等沈下、据付誤差などを吸収し、配管

に無理な負荷をかけないために設けるものであり、許容伸縮量や許容偏心量を決定

したうえで選定する。 

配管は、管路損失が少なく、耐摩耗性、耐食性に優れ漏水がなく、振動や不等沈下

に耐え得るものでなければならない。 

また、管路内の曲がり部や異形部などに土砂やゴミなどが閉塞・堆積しにくいよう

に考慮する。 

配管材料は、球状黒鉛鋳鉄品を標準とする。 

 配管の継手形式は、フランジ継手を標準とする。 
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４－３ 弁 

〔解 説〕 

１．弁規格は、表５－３－４(a)のとおりとする。 

表５－３－４(a) 弁規格 

規        格 
呼 称 寸法区分 

名      称 番 号 

青銅弁 JISB2011 
呼び径50以下 

可鍛鋳鉄10Ｋねじ込み仕切弁 JISB2051 

ねずみ鋳鉄５Ｋフランジ形外ねじ仕切弁 JISB2031 

ねずみ鋳鉄10Ｋフランジ形外ねじ仕切弁 JISB2031 

仕 切 弁

呼び径65以上 

ねずみ鋳鉄10Ｋフランジ形内ねじ仕切弁 JISB2031 

青銅10Ｋねじ込みスイング逆止め弁 JISB2011 
呼び径50以下 

可鍛鋳鉄10Ｋスイング逆止め弁 JISB2051 
逆 止 弁 

呼び径65以上 ねずみ鋳鉄10Ｋフランジ形スイング逆止弁 JISB2031 

制  水  弁 － 水道用仕切弁 JISB2062 

バタフライ弁 呼び径200以上 水道用バタフライ弁 JISB2064 

ボ ー ル 弁       － 鋳鉄ボール弁 － 

（注）仕切弁及び逆止弁は、ＪＩＳマーク表示品とする。ただし、ポンプに付属する逆

止弁は除く。 

２．弁形式と特徴（参考）については、「道路管理施設等設計要領（案）」P.73～P.75

によること。 

３．逆止弁で全揚程が 10ｍ以上である場合は、急閉式逆止め弁を使用すること。 

配管には、吐出弁および逆止弁を設けることを原則とする。
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５．電源操作設備（標準） 

５－１ 電源設備 

〔解 説〕 

１．商用電源での契約電力には、低圧電力と高圧電力がある。一般に、低圧電力による

受電が望ましいが、やむを得ず高圧電力とする場合は十分な保護を考慮しなければな

らない。 

(1) 低圧電力……低圧で電気の供給を受けて動力を使用するもので、契約電力が原則

として 50 キロワット（AC200V）未満であるもの。 

(2) 高圧電力……高圧で電気の供給を受けて動力を使用するもので、契約電力が原則

として 50 キロワット（AC6000V）以上であるもの。 

(3) 契約電力の計算は、電気会社の電気供給規定によること。 

２．コンパクト型無閉塞道路排水システムに用いるポンプの始動方式はインバータ方式

とするため、電源設備において高調波抑制対策を必要とする場合がある。 

５－２ 予備動力設備 

〔解 説〕 

１．ディーゼルエンジン駆動のほかに、ガスタービン駆動もある。 

２．予備動力設備の容量は、「揚排水ポンプ設備設計指針（案）」によること。 

なお、インバータ起動の場合には下記の算出方法を参考とする。 

自家発電設備の容量計算（インバータ起動の場合） 

自家発の定格容量は、通常（ＰＧ２）で決定され、台数が多くなると（ＰＧ１）で

決定されることが多い。しかし、高調波に対する充分な抑制策が執られない場合

には、（ＰＧ４）が支配的になる場合がある。 

① 定常時負荷容量による出力（ＰＧ１） 

ＰＧ１≧ ΣＰ１

Ｐ１ ＝ {1／(η×Ｐf)}×Ｐ０×Ｋ 

ただし ＰＧ１ ： 発電機出力（kVA） 

ΣＰ１ ： 負荷入力の総和（kVA） 

   同時運転される機器の組合せの最大を採る。 

Ｐ１ ： 負荷入力（kVA） 

η ： 負荷効率 

Ｐf ： 負荷力率（力率改善後の負荷力率は 90％を目

安とする） 

Ｐ０ ： 負荷出力（kW） 

Ｋ ： 電動機の負荷率で（実軸動力）／（電動機定格 

出力）≒0.9 とする。 

インバータ負荷は電動機とインバータの総合効率、総合力率で計算する。 

排水ポンプ設備の運転操作に必要な電力は、商用電源を標準とするが、必要に応じ

て停電時などの非常時に於いても運転操作が可能な設備とする。 

予備動力設備は、ディーゼルエンジン駆動陸用交流発電機（JEM1354）、防音型パッケージ式を

標準とする。 
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② 過渡時最大電圧降下による出力（ＰＧ２） 

ＰＧ２ ＝ ＰＳ×{1／(Ｖd)－1}×Ｘd’ 

ただし ＰＧ２ ： 発電機出力（kVA） 

ＰＳ ： 始動容量最大の電動機の始動容量（kVA） 

Ｖd ： 許容電圧降下率 

Ｘd’ ： 発電機の過渡リアクタンスと初期過渡リアクタ

ンスの平均値 

 なお、水中ポンプ用水中モータの始動容量は下式により算出する。 

ＰＳ ＝ ＰＯ／(η・Ｐf)  〔ＶＶＶＦ始動方式の場合〕 

ＰＳ ＝  3 ×Ｖ×ＩＳ×10-3×Ｃ 〔その他の始動方式の場合〕 

ただし ＰＯ ： 負荷出力（kW） 

η ： 電動機とインバータの総合効率 

Ｐf ： 電動機とインバータの総合力率 

Ｖ ： 定格電圧（Ｖ） 

ＩＳ ： 始動電流（Ａ） 

Ｃ ： 始動方式による係数（水中モータを使用する 

合はコンドルファ始動 65％タップが一般的である） 

表 4-19-1 各種始動方式による始動係数 

Ｙ－△始動 コンドルファ 限流リアクトル付コンドルファ 
始動方式 直入始動

オープン クローズ 65％ コンドルファ 70％，リアクトル 50％

Ｃの値 1 0.667 0.333 0.423 0.35 

③ 過渡時最大短時間耐量による出力（ＰＧ３） 

ＰＧ３ ＝ 
(ＰＢ＋Ｐms)2＋(ＱＢ＋Ｑms)2

ＫＧ

ただし ＰＧ３ ： 発電機出力（kVA） 

ＰＢ ： ベース負荷の有効電力（kW） 

ＰＢ＝ΣＰn－Ｐm 

ΣＰn ： 負荷入力（kVA） 

ΣＰn＝Σ(Ｐ１・Ｐfi) 

Ｐm ： 最大始動容量を持つ負荷の有効電力（kW） 

Ｐfi ： 負荷Ｐ１に対する負荷力率 

ＱＢ ： ベース負荷の無効電力（kVar） 

ＱＢ＝ΣＱn－Ｑm 

ΣＱm ： 負荷の無効電力（kVar）の総和 

ΣＱＢ＝Σ(Ｐ１×  1－Ｐfi2 ) 

Ｑm ： 最大の始動容量をもつ負荷の入力容量（kVA） 

ＰＢ＝(ΣＱ１－Ｐim)×ＰＦ  

ＱＢ＝(ΣＰi－Ｐim)×  1－Ｐfi2

ここに 

Ｐim ： 最大の始動容量を持つ負荷の入力容量（kVA） 

ＰＦ ： （ΣＰi－Ｐim）の総合力率（低圧電力契約の場合 

PF＝0.9 とする） 

Ｑms＝ＰＳ×  1－ＰfＳ  

ＫＧ ：発電機の過負荷耐力から短時間を考慮して 150％程度

にとる。 
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④ 高調波負荷・単相負荷を含む場合の出力（ＰＧ４） 

ＰＧ４ ＝ 
(Ｐ１φ)2＋(ＰaＨ)2

ＫＧ４

ただし Ｐ１φ ： 単相負荷の等価逆相容量（kVA） 

ＰaＨ ： 高調波負荷容量（kVA） 

ＫＧ４ ： 発電機の逆相電流耐量（通常は 0.15 とする） 

Ｐ１φ ＝ △Ｐ  1－3ｕ＋3ｕ2

三相各線間に単相負荷Ａ，Ｂ，Ｃがあり、 

Ａ≧Ｂ≧Ｃの場合 

△Ｐ＝Ａ＋Ｂ－2Ｃ 

ｕ＝(Ａ－Ｃ)／△Ｐ 

単相負荷は三相にそれぞれの合計負荷が等分になるように接続することが望まし

いが、部分運転や計画上等分に接続することが不可能な場合は、予想される各相の

合計負荷の差の最大値が発電機容量の 15％以下にしなければならない。これを超

える場合はスコットトランスを設ける。 

ＰaＨ＝Σ(Ｐahi×ｈi) 

ただし Ｐahi 高調波を発生するｉ番目の負荷の入力容量（kVA） 

ｈi ：高調波を発生するｉ番目の負荷の高調波発生率 

  （通常は 0.35 とする） 

３．運転時間については、一般的に停電時間は短いと考えられるが、災害時での長時間

停電も考慮し、最低 24 時間を基本にする。 

４．燃料タンクの容量算定にあたっては、現場条件あるいは消防法、各条例等を考慮す

ること。 

（参 考） 

表５－３－５(a) 消防法第９条の三（危険物と指定数量の関係） 

種 別 品  名 指定数量 引火点 例 

第１石油類  200 21℃未満 ガ ソ リ ン

第２石油類 1,000 21℃以上  70℃未満 軽   油 

第３石油類 2,000 70℃以上 200℃未満 重   油 
第４類 

第４石油類 6,000 200℃以上 シリンダ油 
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５－３ 監視操作制御設備 

〔解 説〕 

１．道路排水設備の監視操作制御設備は、排水システム、規模、管理および運用体制

に対応し、信頼性および安全性が高く、操作制御性に優れたものとする。 

監視操作制御設備の計画・設計の基本的な手順およびその概要を 下図 に示す。

なお、計画・設計の詳細については、「道路管理施設等設計要領(案)（Ｈ15 年 7

月）」及び「道路機械設備 遠隔操作監視技術マニュアル(案)（Ｈ15 年６月）」を

参照のこと。 

２．遠方監視制御盤等への信号の伝送を光ファイバーケーブルで行う場合は、接続機

器等について「電気通信編」を参考に整合をはかること。 

３．ポンプの自動運転を行うには、ポンプ槽内の水位を検出する装置を設けるが、一

般的な検出方法には、表５－３－５(b)に示すものがある。 

道路排水設備の監視操作制御設備は、排水システムや設備規模などを検討のうえ決

定するものとする。 

事前準備資料

・機器全体配置図
・設備系統図
・動力負荷リスト
・機器の信号リスト

監視操作制御設備
の設計スタート

道路排水設備
毎の設計

広域施設群を対象
にした一元管理の
設計

遠隔化システ

　 ムの導入計画

遠隔化システ

　 ムの基本計画

システム化の基本方針
システムの導入目的と効果

設備のグレード分類と
目標レベルの設定

現状調査と問題点の抽出

システム必要機能

階層システムにおける
データ伝送経路

遠隔化システム
の設計

監視操作制御
方式を決定

監視操作制御
　設備の構成を
　決定

平常時運転

非常時運転

異常時運転

以下の機能を有する設備を検討する。

監視操作機能

制御機能

運転支援機能

動力供給機能

計測機能

安全確認機能

遠隔監視操作機能

機側操作制御盤

計測盤

ＣＣＴＶ制御盤

光伝送装置

道路機械施設管理システム

その他

段階実施計画と
施設側設備の改修計画

全体システムの構成
ネットワークの構築

セキュリティ対策
ハード・ソフトの設計

操 作 場 所

操作制御方式

管理項目の選定
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受圧

差圧伝

（参 考） 

表５－３－５(b) 水 位 計 

    種  類       動       作       特          徴     略     図 

電  極  式 

導電性液に電極を入

れ、電極間の短絡によ

り液面を検出する。 

○計測不適。接点のみ取出

し可能。 

○絶縁性液体には使用不

可能。 

○可動部なし。 

○警報、ON－OFF運転に広

く使用。 

電極式 

フ ロ ー ト 式 

浮力を利用してフロート

の変位を機械的に取り出

し、そのまま、または電気

的量により計測する。 

○計測、接点の取出し可能。

○液面の波立ちの影響大。 

○電気信号として遠方指示お

よび水位制御に広く使用。

フロート式 

フロートスイッチ式

フロート内にスイッチを

組み込ませ、容器の姿勢に

より水位を検出する。 

○接点のみ取り出し可能。 

○排水ポンプのON-OFF運転、

水位警報に使用される。 

フロートスイッチ式 

投 込 圧 力 式 

水中に投入した受圧部が

水位変化を水頭圧として

受ける。 

水圧の変化に伴い、水頭圧

が変わることを利用し、差

圧伝送器で測定し電気信

号に変換する。 

○構造が簡単。 

○取扱いが容易。 

○半導体式、水晶式(高精度)

など種類が豊富。 

○受圧部が土砂に埋没されな

い所に設置する。 

４．検出させる水位は、次のとおりとする。 

異 常 低 水 位：ポンプの空転防止水位 

異 常 高 水 位：ポンプ槽満水位 

ポンプ運転水位：自動運転における起動水位 

ポンプ停止水位：自動運転における停止水位 

５．一箇所に複数台のポンプを設置して自動運転を行う場合の運転順序は、各ポンプの

寿命を均等化するため交互運転方式を用いる。 

 なお、故障したポンプがある場合は、飛び越し運転ができるものとする。 
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６．遠隔化システムの基本計画 

(1) 遠隔化システムの計画・設計にあたっては、運用体制を考慮し、信頼性、安全性

が高いこと、操作性、耐久性、経済性に優れていること。緊急時の対応や維持管理

が容易であることを基本的な要件とする。 

(2) 遠隔化システムの全体構成、設備仕様を設計する際には、以下に示す基本的な項

目を検討するものとする。 

７．操作盤及び遠隔操作設備の管理項目については、「道路管理施設等設計要領（案）」

P80 及び「道路機械設備遠隔操作監視技術マニュアル（案）」P50 によること。 

現状調査と問題点の抽出 

運用管理体制の検討 

システムの必要機能の検討 

システムの基本設計 

実施計画の作成 

管理運用面、設備機能面での現状調査と課

題の抽出 

監視・操作体制、設備管理体制の検討 

運用管理体制をふまえた必要機能の検討 

導入の目的、設備の使用状況及び特性、関連

システムとの関係安全性を考慮した検討 

導入計画の策定 
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６．その他の設備（標準） 

６－１ 流 入 路 

〔解 説〕 

１．道路排水設備は、路側近くに設置されることが多く、流入路は比較的短くなるため、

流入路内での損失水頭については特に考慮しないものとする。 

２．流入路は、その法線、勾配および断面が急激に変化しないように考慮する。 

３．流入路は、土砂などが堆積しにくいように形状や流速について考慮するものとする。 

６－２ スクリーン 

〔解 説〕 

１．除塵設備の一段目は、道路面の格子形側溝ますふた（グレーチング）によるもの

とし、路面においてゴミを捕捉できるようにする。 

二段目スクリーンはポンプ吸込側に設けるものとする。 

２．二段目スクリーンの形状は、平鋼または丸鋼を用いた固定式とする。 

３．二段目スクリーンの材質は、ステンレス鋼（SUS304）とする。 

４．二段目スクリーンの目幅は、ポンプ羽根の通過能力で決まり、ポンプ運転に支障の

ない限り大きいほうが望ましい。 

 二段目スクリーンの有効目幅は、次のとおりとする。 

表５－３－６(a) スクリーン有効目幅 

ポンプ口径 有効目幅 

    40 ㎜   25㎜ 

 50 25 

 80 35 

100 35 

150 40 

200 40 

250 40 

300 50 

400 50 

500 50 

 粗目スクリーンを置く場合は、有効目幅 60～150 ㎜とする。 

５．二段目スクリーンの傾斜角度は、次のとおりとする。 

  手掻き式除塵方式   45～60゜ 

  機 械 除 塵 方 式           75゜前後 

  小 規 模           90゜ 

６．二段目スクリーン直前の平均流速は、次のとおりが望ましい。 

  手掻き式除塵方式   0.3ｍ/sec 以下 

  機 械 除 塵 方 式           0.5ｍ/sec 以下 

７．二段目スクリーンの損失水頭は、手掻き式で 0.3ｍ、機械式で 0.1ｍ程度とする。 

流入路は、急激な方向変化や甚しい流速変化が生じない構造とする。

ポンプの吸込側には、除塵用スクリーンを設けるものとする。
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８．コンパクト型無閉塞道路排水システムを採用の場合は、二段目スクリーンを省略

することができる。 

９．コンパクト型無閉塞道路排水システムを採用の場合の流入部は、路面上のグレー

チングの他に、道路側面に粗目スクリーンを設けることが望ましい。 

６－３ 排水路・流末 

〔解 説〕 

１．開水路あるいは管水路の平均流速は、マニングの公式を使用する。 

Ｖ ＝  ・Ｒ2/3・Ｉ1/2 

Ｈｌ ＝Ｉ×Ｌ   （ｍ） 

Ｒ ＝      （ｍ） 

Ｖ ：管内流速    （ｍ/ｓ） 

ｎ ：粗度係数   

Ｉ ：動水勾配 

Ｒ ：流体平均深さ    （ｍ） 

Ｈl ：排水路の損失水頭  （ｍ） 

Ｌ ：排水路の長さ    （ｍ） 

  ：濡れ縁長さ     （ｍ） 

Ａ ：排水路の断面積   （㎡） 

〔注〕粗度係数ｎの値は一般に 0.02 以下とされ、通常 0.013 として多く計算される。 

２．土砂の流出が多い場合、あるいは施工後の清掃が困難な排水路において水路勾配が

ゆるくなる場合は、泥だめの数を増やすなどして土砂の流下を防ぐようにすること。 

 排水路満流時の流速は、0.1～3.0ｍ/sec の範囲とすること。 

３．排水路の通水流量は、排水ポンプの最大揚水量と、排水路周辺からの流入水量の和

とする。 

４．排水路の通水断面は、一般に土砂などの堆積による通水断面の縮小を考慮して、必

要断面に対して 20％の余裕をみることが望ましい。 

１

ｎ

Ａ

表５－３－６(b) 粗度係数 

水 路 材 ｎの範囲 ｎの標準値 

鋼 0.010～0.014 0.012 

鋳     鉄 0.011～0.016 0.014 

コンクリート 0.010～0.020 0.014 

木    材 0.012～0.018 0.015 

（水理公式集）

排水路を設ける場合の断面形状及び勾配は、水路内に沈澱物が堆積しないよう適正

な流速が確保されるように定めるものとする。 

また、水路の分合流点、屈曲部、マンホールなどにおけるエネルギー損失をできる

だけ少なくするよう配慮しなければならない。 

ポンプ槽 

グレーチング 

車 道 

粗目スクリーン 

有効目幅 100mm 以下 

泥だめ 
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６－４ 排水設備建屋・防音 

〔解 説〕 

１．小規模な道路排水設備は、操作盤などを屋外に設置することがある。 

２．建屋については、「揚排水ポンプ設備技術基準（案）」による。 

３．建屋の天井高さは、排水ポンプの据付、分解点検に必要な高さを確保しなければな

らない。 

 なお、クレーン設備を設ける場合は、吊上げ作業に支障のないよう十分余裕をとる

こと。 

４．建屋の計画にあたっては、次の事項を考慮する。 

(1) 機械の搬入口及び階段 

(2) 換気設備の設置位置 

(3) ポンプ槽の点検掃除口 

(4) 点検のための通路 

(5) 配管、配線、換気ダクト用貫通孔 

５．防音については、次の事項を考慮する。 

(1) 予備動力については、低騒音型のパッケージ式予備動力装置とする。 

(2) ラジエータからの排風音については、サイレンサを設置する場合もある。 

(3) 防音対策、騒音計算については、「揚排水ポンプ設備技術基準（案）」による。 

(4) 騒音の規制値は、表５－３－６(c)のとおりである。 

（資 料） 

 騒音規制法では生活環境を保全すべき地域を、都道府県知事が指定し、この指定地域

内の工場、事業場のうちで政令に定める特定施設を設置している工場、事業場（特定工

場）で発生する騒音を規制している。 

 規制基準は環境庁長官の定めた下表の範囲内で当該市町村長の意見などを参考とし

て定められるので、府県によって多少の差異がある。 

表５－３－６(c) 特定工場などにおいて発生する騒音の規制基準  （単位 db(Ａ)） 

     時間の区分 

 区域の区分 
昼   間 朝 ・ 夕 夜   間 

45 以上 40 以上 40 以上 
第１種区域 

50 以下 45 以下 45 以下 

50 以上 45 以上 40 以上 
第２種区域 

60 以下 50 以下 50 以下 

60 以上 55 以上 50 以上 
第３種区域 

65 以下 65 以下 55 以下 

65 以上 60 以上 55 以上 
第４種区域 

70 以下 70 以下 65 以下 

備 考：１）第１種区域とは、良好な住宅の環境を保全するため、

特に静穏の保持を必要とする区域である。 

    ２）第２種区域とは、住居の用に供されているため、静

穏の保持を必要とする区域である。 

排水設備建屋を設ける場合は、ポンプの据付、運転、保守点検に必要な大きさを確

保するものとする。 
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    ３）第３種区域とは、住居の用にあわせて商業、工業な

どの用に供されている区域であって、その区域内の住民

の生活環境を保全するため、騒音の発生を防止する必要

がある区域である。 

    ４）第４種区域とは、主として工業などの用に供されて

いる区域であって、その区域内の住民の生活環境を悪化

させないため、著しい騒音の発生を防止する必要がある

区域である。 

６－５ クレーン設備 

〔解 説〕 

１． 手動式ギャード・トロリ付チェンブロックの定格荷重、外形寸法等は、表５－３

－６(ｄ)のとおりである。 

（資 料） 

表５－３－６(d) 手動式ギャード・トロリ付チェンブロック諸元 

容  量 

(トン) 

標準揚程 

（ｍ） 

自 重 

（㎏） 

Ａ最小寸法 

（㎜） 

最小回転半径

（㎜） 

Ｂ 

（㎜） 

Ｃ 

（㎜） 

１
/２ 2.5 25 330 1300 262 222 

１ 2.5 27 360 1300 290 222 

１
１
/２ 2.5 39 420 1500 280 264 

２ 3.0 48 460 1500 333 264 

３ 3.0 66 520 1700 339 306 

５ 3.0 99 685 2300 410 347 

排水設備の建屋には、排水ポンプの設置および維持点検、整備を考慮して必要に応

じてクレーン設備を設けるものとする。 

クレーン設備は､手動式ギャード・トロリ付チェンブロックを標準とし､必要により

電動ホイストとする。 
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２．電動ホイストの定格荷重、外形寸法等は、次の表のとおりである。 

（資 料）表５－３－６(e) 電動ホイスト諸元 

容量 

（トン） 

標準 

揚程 

（m）

巻上 

モータ 

３相 200Ｖ

出力（kW）

巻上 

速度 

60Hz 

（m/min）

最小 

回転 

半径 

（mm） 

適用 

ビーム巾 

（mm） 

自重 

（kg）

ビーム下面

よりフック

迄の最小寸

法：Ｃ 

ａ 

（ビー 

ム巾最大

の場合）

ｂ 

0.25   0.45  9.6 1300 75,100,12  86  540 291 222 

0.5   0.8  8.3 1300 75,100,12  90  580 343 222 

1.0   1.5  8.3 1300 75,100,12  97  640 343 222 

1.5   3.0 10.4 1500 100,125,1 178  745 344 264 

2.0   3.0  7.9 1500 100,125,1 196  755 344 308 

2.5   3.0  6.4 1700 100,125,1 195  820 412 308 

2.8   3.0  5.4 1700 100,125,1 195  920 412 380 

3.0   3.0  5.2 1700 100,125,1 213  935 412 390 

5.0 

４ 

・ 

６ 

  3.0  3.2 2300 125,150,1 250 1040 561 390 

３．ポンプ重量は、後掲の水中ポンプ設備一覧及び資料による。 

４．クレーン揚程が大きい場合、ポンプを一度で吊り上げることは出来ないので、ポン

プの吊上チェーンに吊り環を必要個数設けること。 

５．小規模設備の場合には、吊上用フックのみを設けること。 
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６－６ 換気設備 

〔解 説〕 

１．換気装置は、次の目的で設置するものとする。 

① 電動機、自家発電設備などからの放熱による室内温度上昇の防止。 

 （室内温度は、40℃程度以下とすることが望ましい。） 

② 配電盤からの放熱による室内温度上昇の防止。 

③ 内燃機関の燃焼に必要な空気の取り入れ。 

④ 地下構造物など防湿用換気を必要とする場合。 

⑤ 建築基準法、労働基準法による換気量の確保。 

２．換気方式は、自然換気と強制換気に大別できる。 

① 小規模の機場で自家発電設備を設置しない場合は、自然換気を標準とする。ただ

し、防湿に留意すると共に、開口部を設ける場合は防塵に注意する必要がある。 

② 強制換気には、強制給排気方式（第１種換気方式）、強制給気方式（第２種換気

方式)､および、強制排気方式（第３種換気方式）とがあり、一般には第３種換気方

式を用いるが、換気量が不足する場合は、第１種換気方式を採用することもある。 

３．第３種換気方式の場合は、室内が負圧にならない大きさのガラリを設けて空気の取

り入れを考える。 

 外気取入口の風速は、2.5～６ｍ／sec(有効開口通過速度) とする。 

４．換気風量は、各機器より放散する熱の排出および燃料の燃焼に必要な空気量を供給

できるものとする。 

５．各機器より放散する熱量、換気装置の容量は、「揚排水ポンプ設備技術基準（案）」

によること。 

６．換気ファンの諸元については、同基準（案）の参考資料によること。 

６－７ 照明設備 

〔解 説〕 

１．建屋内の照明には、効率のよい蛍光灯を用いる。 

２．建屋内の標準的な所要照度は、次の表のとおりとする。 

表５－３－６(f) 建屋内所要照度 

場    所 所要照度 x 備   考 

操 作 室 床 面 300  

電 気 室 床 面 150  

ポ ン プ 据 付 床 面 100  

除 塵 機 据 付 床 面 50  

吸 水 路 水 面 30 スクリーン付近 

３．照明設備の概略計算は、「揚排水ポンプ設備技術基準（案）」による。 

４．器具の取付間隔も、同基準（案）による。 

排水設備の建屋には、換気設備を設けるものとする。

排水設備の建屋には、運転及び保守管理に必要な照明設備を設けるものとする。 

また、必要に応じて停電時の保安灯を設けるものとする。 
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地下２階平面図 

地上１階平面図 

 盤  名  称 

① ポ ン プ 操 作 盤 

② 電 源 切 換 盤 

③ 発 電 機 盤 

④ 始 動 用 直 流 電 源 盤 

⑤ 制 御 用 直 流 電 源 盤 
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１－２ 小規模道路排水設備 

平 面 図 

図５－４－１(b) 小規模道路排水設備 
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２．水中ポンプ設備一覧表 

表５－４－２(a) 水中ポンプ設備一覧表 

機 械 名 水中ポンプ 水中ポンプ 水中ポンプ 

対 象 物          汚 水 汚 物          汚 水 汚 物          汚 水 汚 物

羽 根 車 形 状          ボ ル テ ッ ク ス 形          ノ ン ク ロ ッ ク          クローズ：斜流形

据 付 方 法          着 脱 式          着 脱 式          着 脱 式

形       式 外       装 外       装 外       装 

ポンプ口径      （㎜） 40 ～ 65 80, 100 100   ～   350 400   ～   500 

ポンプ構造図記載頁 ５－38 頁 ５－39 頁 ５－41 頁 ５－43 頁 

主要寸法表記載頁          ５－40 頁 ５－42 頁 ５－44 頁 

ポンプ性能表記載頁 ５－45 頁 ５－46 頁 ５－47 頁 
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第５節 修繕工事への対応（参考） 

５－１ 道路排水設備修繕(更新)計画 

設備の修繕には、部品の交換等で設備システムへの影響の無い小規模な修繕と主要

構成機器の更新等で設備システムに影響を与える大規模な修繕がある。 

いずれの修繕方法を取るかは、緊急性、予算面を踏まえ、以下に示すような要求事

項を整理することで修繕の位置づけ、どの準拠基準を適用するべきかが明確になる。 

また、土木関連構造物へ影響が懸念される修繕の場合、どこまでを対象設計業務の

範囲とするかを明確にしておく必要がある。 

(1) 修繕の目的 

老朽化等による機能低下（過去の故障・修繕履歴）、要求機能アップ等 

(2) 修繕の目標 

今後の供用期間、他要因での改修計画を踏まえた修繕目標 

(3) 既設施設の経過年数、土木関連構造物も含めた施設全体の健全度評価 

(4) 施設目的に適合した信頼性の確保（施設の種別、規模、地域性） 

(5) 手戻りの無い修繕計画 

(6) 費用対効果（経済性） 

（次頁に、道路排水設備修繕(更新)計画検討フロー図を示す） 
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設備修繕（更新）の 

   目的・目標 

道路排水設備修繕（更新）計画検討フロー図（参考）

道路排水設備の修繕（更新）時の業務手順フロー例を示す。 

・目的：老朽化等による機能低下（過去の故障､修

繕履歴）､要求機能のアップ 

・目標：今後の供用期間、他要因での改修計画を踏

まえた修繕目標 

設計条件（基準）の照査
・新旧技術基準の照査 

・気象条件（雨量・降雨強度） 

・道路条件（対象面積・幅員、高さ等） 

揚排水ポンプ設備の稼動、

管理状況の把握 

・現状把握（問題点・不具合点等の情報収集） 

・既設、土木構造物の設計計算図書の確認 

・点検記録、修理履歴及び図書の確認 

・現地管理者のヒヤリングによる情報収集 

現 況 調 査 

（目視確認調査及び必要に

応じて測定・測量調査等） 

・排水設備(ポンプ、スクリーン等)の現況調査 

・耐用年数及び土木構造物の健全度評価（構造物の

劣化度） 

・道路周辺の環境調査（土砂、ゴミ等）

現況調査結果と課題 

・完成図書等と現況設備の照合 

・修繕（更新）方針の整理 

・管理運用上の課題整理 

検 討・協 議 

・現地調査結果と課題を踏まえて修繕（更新）基本

方針の確認 

・他設備・土木構造物への影響と対応方針の検討・

確認 

・問題点の検討と関連部門との打合せ協議 

施工範囲の確認・決定 

（対象修繕機器） 

（対象構造物等） 

・修繕(更新）対象機器の決定（経済性、信頼性等

の総合判断） 

・修繕範囲の明確化 

・他設備・土木構造物へ設計対応方針の決定 

・設計は、修繕計画の位置づけに基づいて設計便覧、

関連技術基準に準拠して実施 

・修繕(更新)設計計算（排水能力等の算定） 

・既設取り合い部分の設計照査 

修繕仕様書作成 

・特記仕様,施工計画書の作成(修繕工事特性を考慮

して作成) 

・概算工事費の算出 

詳細修繕設計 
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